
第二回　総合研究機構研究成果報告会

＊司会：司会：：それでは、本日の成果発表の最後ということでパネルディスカッションをさせていただきます。本日の成果発表の最後ということでパネルディスカッションをさせていただきます。成果発表の最後ということでパネルディスカッションをさせていただきます。

時間が押していますけれども、６時の予定がちょっと延びてもいいという話なので、話の内容によって時６時の予定がちょっと延びてもいいという話なので、話の内容によって時時の予定がちょっと延びてもいいという話なので、話の内容によって時

間どおり終わるか少し延びるかということになると思います。

　パネラーはご講演いただいた５名の先生方です。お名前を書いてありますので一人ずつご紹介はいたし５名の先生方です。お名前を書いてありますので一人ずつご紹介はいたし名の先生方です。お名前を書いてありますので一人ずつご紹介はいたし

ませんが、実はこのパネルディスカッションでどういう内容にしようかという打合せをお昼にしました打合せをお昼にしましたをお昼にしましたしました

が、その時にはまず最初にご講演の中で言い忘れたこと、付け加えたいことがあったらお一人ずつ伺うと、その時にはまず最初にご講演の中で言い忘れたこと、付け加えたいことがあったらお一人ずつ伺うとまず最初にご講演の中で言い忘れたこと、付け加えたいことがあったらお一人ずつ伺うと最初にご講演の中で言い忘れたこと、付け加えたいことがあったらお一人ずつ伺うと

いう予定でいました。ところが、聴かせていただいているうちに少し予定を変更したくなりました。まずました。ところが、聴かせていただいているうちに少し予定を変更したくなりました。まず聴かせていただいているうちに少し予定を変更したくなりました。まず少し予定を変更したくなりました。まず予定を変更したくなりました。まずりました。まずまず

私の感想をお話しして、幾つか疑問というか、こういうことがあるのではないかということをまず先生方

に聴いていただき、それをお聴きになった上でご自身のお話し忘れたことを付け加えるという形で進めさき、それをお聴きになった上でご自身のお話し忘れたことを付け加えるという形で進めさ、それをお聴きになった上でご自身のお話し忘れたことを付け加えるという形で進めさ進めさ

せていただきたいと思います。いただきたいと思います。

　用意したスライドは聴きながら作ったので思いついたキーワードをばばばっと書いた１ページだけで作ったので思いついたキーワードをばばばっと書いた１ページだけでので思いついたキーワードをばばばっと書いた１ページだけで

す。ですからこの１ページでお終りですが、まず幾つか考えるべき視点があるだろうと思います。どのごりですが、まず幾つか考えるべき視点があるだろうと思います。どのごですが、まず幾つか考えるべき視点があるだろうと思います。どのごが、まず幾つか考えるべき視点があるだろうと思います。どのご、まず幾つか考えるべき視点があるだろうと思います。どのご思います。どのごどのご

講演でこれを思ったということではくて、お話をお聴きしている中でそれぞれに刺激を受けまして考えるくて、お話をお聴きしている中でそれぞれに刺激を受けまして考える、お話をお聴きしている中でそれぞれに刺激を受けまして考える

ことがあったということでございます。

　まず最初は社会基盤としてロボット技術というお話がありました。続く講演では医療福祉というのは非続く講演では医療福祉というのは非医療福祉というのは非

常に大きな社会の中の要素になってきているということが判りました。きょうのシンポジウムはこの２つが判りました。きょうのシンポジウムはこの２つきょうのシンポジウムはこの２つはこの２つこの２つ

プラス倫理ということで話が進められたわけです。そうしますと、お話の中にもありましたけれども、介

護することと自立を助けることをどう切り分けていくのか。お話の中では、日本では寝たきりの人の割合

が非常に多いというご指摘がありましたけれども、そういう時に、実は社会基盤技術としてのロボット技ご指摘がありましたけれども、そういう時に、実は社会基盤技術としてのロボット技がありましたけれども、そういう時に、実は社会基盤技術としてのロボット技としてのロボット技のロボット技

術がそれをさらに増やす方向に動いてはいけないわけでありまして、減らすためにどうしたらいいか。寝

たきりに近い方であっても社会を支える大事な要素というか、個人であるという意味でいうと、やはり社社

会に参加していただくということが重要になるだろうと思うのです。私どものロボット研究もそういうつ参加していただくということが重要になるだろうと思うのです。私どものロボット研究もそういうつす。私どものロボット研究もそういうつ私どものロボット研究もそういうつのロボット研究もそういうつロボット研究もそういうつ

もりでやっていますが、ともすると、こうすると便利でしょう、ああすると便利でしょう、で、結局動かいますが、ともすると、こうすると便利でしょう、ああすると便利でしょう、で、結局動かが、ともすると、こうすると便利でしょう、ああすると便利でしょう、で、結局動か

なくなってしまうということが起きはしないかという気がいたします。

　また、安全という言葉がいろいろと出てきました。もう１つは安心という言葉。そういう事柄と、責任また、安全という言葉がいろいろと出てきました。もう１つは安心という言葉。そういう事柄と、責任、安全という言葉がいろいろと出てきました。もう１つは安心という言葉。そういう事柄と、責任

とか補償という問題が制度設計の中でどう結びつくのか。きょうは幾つかモデルが提案されましたけれど結びつくのか。きょうは幾つかモデルが提案されましたけれど。きょうは幾つかモデルが提案されましたけれどましたけれどけれど

も、その辺の切り分けをどうしたらいいのかという疑問がわいてきます。安全だということと安心という疑問がわいてきます。安全だということと安心という安全だということと安心という

のは違うというのはよく言われていますけれども、安全なことが重要なのか、安心なことが重要なのか。

あるいは責任は誰がどう取って、もし何か起きてしまった時の補償をどうするか。きょうは国が責任を持

つところからいろいろチャートが出されてお話を伺いましたが、その辺の切り分けをどうするかというのが、その辺の切り分けをどうするかというの、その辺の切り分けをどうするかというの

もやはり未解決な問題だと思います。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。未解決な問題だと思います。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。問題だと思います。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。だと思います。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。と思います。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。います。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。社会の一個人としてはこの辺が非常に気になるところであります。ります。ます。

　それから、法整備という言葉ですけれども、それと倫理というのはイコールではないだろうと思います。います。。
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いわゆる社会通念とか人道とかいう言葉が法の中にどう生きてくるか、あるいは法から漏れたところをど

うすくい上げていくのかということから考えますと、きょう後の方のお話では、いろんな規範ですとか規

定というお話が出てきましたが、それは法に相当するのか、倫理に相当するのかという事柄を我々はもうが、それは法に相当するのか、倫理に相当するのかという事柄を我々はもう、それは法に相当するのか、倫理に相当するのかという事柄を我々はもう

少しきちんと整理する必要があるのではないかと考えました。整理する必要があるのではないかと考えました。。

　もう１つは、科学技術への信頼感の問題です。20世紀から科学技術というものが信頼されて社会、産業、

我々の生活そのものに対して非常に強い影響を与える、あるいはある意味で向上させることに非常に役

立って、特に日本では科学技術はいいものであるというような信頼感が結構あったと思いますが、最近そいますが、最近そが、最近そ

れが非常に薄れてきているように思います。そういう意味で、社会と科学技術がどう折り合うかという事

柄を、つまり個々の技術開発でなはく、折り合いの技術みたいなものを考えていかなくてはいけないのでつまり個々の技術開発でなはく、折り合いの技術みたいなものを考えていかなくてはいけないので個々の技術開発でなはく、折り合いの技術みたいなものを考えていかなくてはいけないのではく、折り合いの技術みたいなものを考えていかなくてはいけないのでく、折り合いの技術みたいなものを考えていかなくてはいけないので

はないかと思った次第です。これには情報洪水の問題があります。ユビキタス社会になるとますますそうには情報洪水の問題があります。ユビキタス社会になるとますますそうは情報洪水の問題があります。ユビキタス社会になるとますますそう

なってくると思われます。そうすると、その中のいい情報、悪い情報の区分けをどうするかということもと思われます。そうすると、その中のいい情報、悪い情報の区分けをどうするかということも。そうすると、その中のいい情報、悪い情報の区分けをどうするかということも

ありますし、簡単に言うと、知って知らないふりを我々がどれぐらいできるかというようなこともあるかを我々がどれぐらいできるかというようなこともあるか我々がどれぐらいできるかというようなこともあるかがどれぐらいできるかというようなこともあるかどれぐらいできるかというようなこともあるか

もしれません。従来ですと知らなかったはずのことが知れる社会になっていますので、そういう時にどうません。従来ですと知らなかったはずのことが知れる社会になっていますので、そういう時にどう。従来ですと知らなかったはずのことが知れる社会になっていますので、そういう時にどう

するかということです。それから、技術は放っておくと良くないことを引き起こすという考え方から、あということです。それから、技術は放っておくと良くないことを引き起こすという考え方から、あ。それから、技術は放っておくと良くないことを引き起こすという考え方から、あ

る意味ではシビリアンコントロールみたいな考え方が出てきているのかなと。これが規定だとか規則の話

の中に含まれてくると。つまり、ちょうど軍人がシビリアンコントロールを受けることによってある意味

で安全性が保障されるということと同じようなことが科学技術に対してもあるのかもしれないということ

です。これについては、どちらかというと科学技術側がいろいろなことを発言しておりますのでそうは見す。これについては、どちらかというと科学技術側がいろいろなことを発言しておりますのでそうは見これについては、どちらかというと科学技術側がいろいろなことを発言しておりますのでそうは見

えませんけれども、実はそういうことを裏で感じていて、自分たちで自分たちの規律を作っていこうといことを裏で感じていて、自分たちで自分たちの規律を作っていこうといを裏で感じていて、自分たちで自分たちの規律を作っていこうとい

うふうに思っているのかもしれないとも思います。

　それから、それと裏腹ですけれども、信頼感というのをどうやって醸成するかということが、特に我々

ロボットをやっていますと非常に大事な問題になってきています。例えば痛いとか恐いとかいう事柄に対ます。例えば痛いとか恐いとかいう事柄に対。例えば痛いとか恐いとかいう事柄に対

して、実際に痛かったり恐かったりということが接触すれば起きるわけですけれども、それが我慢できる

痛みあるいは恐怖なのかということですね。その辺は信頼感の問題であって、同じ痛さでも我慢できない

こととできることがあるだろうと思うんですね。その時に、それによってユーザーのリアクションははる

かに違う方向に向かうわけでありまして、信頼できる機械であれば同じ痛さでも我慢するということがあ

るかもしれない。その辺のところがいわゆる自然科学的な方法論の中にはなかなか乗ってこないところが

ありますけれども、これもやはり考えなくちゃいけない問題だろうと。我々は、痛いんだけれども我慢で

きる場合と、同じ痛さで我慢できない場合がありそうな気がするということであります。

　それから、地球規模での思考というものがどうしても必要になってきます。技術開発をやっていますとものがどうしても必要になってきます。技術開発をやっていますとのがどうしても必要になってきます。技術開発をやっていますと

どうしても細かい課題に対して応えていかなくちゃいけないということがありますが、その集積が人口問

題や自然破壊にもなるわけでして、医療でも同じようなことが起きるんじゃないかということを考えまや自然破壊にもなるわけでして、医療でも同じようなことが起きるんじゃないかということを考えま自然破壊にもなるわけでして、医療でも同じようなことが起きるんじゃないかということを考えまわけでして、医療でも同じようなことが起きるんじゃないかということを考えま、医療でも同じようなことが起きるんじゃないかということを考えまま

す。これにはどういう答えがあるかというのはわからないんですけれども、こういうことを常に意識する。これにはどういう答えがあるかというのはわからないんですけれども、こういうことを常に意識するにはどういう答えがあるかというのはわからないんですけれども、こういうことを常に意識するはどういう答えがあるかというのはわからないんですけれども、こういうことを常に意識することを常に意識するを常に意識する

ことも重要かもしれないというふうに思います。

　それから３つ目の大きな問題として、研究者、あるいは技術者の倫理の問題の話がきょうはいろいろ出

てきました。こういう話を聴いていると、昨今特に早稲田大学でもいろいろな問題が起きていますので、でもいろいろな問題が起きていますので、いろいろな問題が起きていますので、いろな問題が起きていますので、な問題が起きていますので、

ある意味ではだんだん研究者としては窮屈な世の中になってきているという気がするんですけれども、思

想の整備というか、つまり倫理や不正ということに対して我々がもう少しきちんと体系を作らないといけつまり倫理や不正ということに対して我々がもう少しきちんと体系を作らないといけ倫理や不正ということに対して我々がもう少しきちんと体系を作らないといけや不正ということに対して我々がもう少しきちんと体系を作らないといけ不正ということに対して我々がもう少しきちんと体系を作らないといけ

ないのかなと思うのです。それに基づいて教育をしなくちゃいけない。不正防止をするということと、そ思うのです。それに基づいて教育をしなくちゃいけない。不正防止をするということと、そ。それに基づいて教育をしなくちゃいけない。不正防止をするということと、そ
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れから被験者を保護するということの非常に大事な２点を山内先生からご指摘いただきましたけれども、を保護するということの非常に大事な２点を山内先生からご指摘いただきましたけれども、保護するということの非常に大事な２点を山内先生からご指摘いただきましたけれども、ことの非常に大事な２点を山内先生からご指摘いただきましたけれども、非常に大事な２点を山内先生からご指摘いただきましたけれども、を山内先生からご指摘いただきましたけれども、山内先生からご指摘いただきましたけれども、

こういうことに関して我々ちょっと、少なくとも私は体系的に考えたことがないというか、局面、局面で

どうするかということに終始してきたために、これでは教育するというのもなかなかできないなというふために、これでは教育するというのもなかなかできないなというふ、これでは教育するというのもなかなかできないなというふ

うに思いました。

　さらに、理工系、私は理工学術院にいるんですけれども、理工系の社会的素養ということが随分言われことが随分言われが随分言われ

ていまして、そういうことを教育体系の中に入れていこうということが行われているのですが、現在のと

ころ、それはどちらかというと産業界向けでありまして、知財に関する教育を今一所懸命始めているとい

うところです。これは非常に重要なことではあるのですが、それと同時に、もう少し人文的な教育が倫理す。これは非常に重要なことではあるのですが、それと同時に、もう少し人文的な教育が倫理これは非常に重要なことではあるのですが、それと同時に、もう少し人文的な教育が倫理のですが、それと同時に、もう少し人文的な教育が倫理ですが、それと同時に、もう少し人文的な教育が倫理

に相当するかもしれませんが、これがやれていない。やれていない１つの理由は、我々自身がきちんと体

系的にそれについて深く考えられていないということにあるのかもしれないと思いまして、いずれにしにあるのかもしれないと思いまして、いずれにしあるのかもしれないと思いまして、いずれにし

ろ、知財に関する産業向けのいわゆる社会的な教育というものを始めたところですので、この続きとしてものを始めたところですので、この続きとしてのを始めたところですので、この続きとしてですので、この続きとしてので、この続きとして

倫理の問題を取り上げなくちゃいけないのだというふうにも思いました。のだというふうにも思いました。だというふうにも思いました。

　それから、研究者の倫理といいますと、いつも思い出すことがあります。科学とか物理とか生命科学とことがあります。科学とか物理とか生命科学と科学とか物理とか生命科学と

かが歴史的に言いますと18、19世紀ぐらいにかなり大きな体系になって出来上がってきましたが、その時が歴史的に言いますと18、19世紀ぐらいにかなり大きな体系になって出来上がってきましたが、その時歴史的に言いますと18、19世紀ぐらいにかなり大きな体系になって出来上がってきましたが、その時ましたが、その時その時

にできたネガティブプロダクトというのがガスの兵器であります。毒ガスといった、多くの人間に対して。毒ガスといった、多くの人間に対して毒ガスといった、多くの人間に対してといった、多くの人間に対して人間に対して

害を及ぼすような科学物質を大量に生産する技術ができたわけですけれども、こういうことに対して科学

者、当時の科学者はどういう態度をとってきたかということを考えますと、多分、まあ自分は関係ないと

いう態度ではなかったかなというふうに思うわけです。つまり、自分たちが開発した技術がネガティブな

製品を産み出して戦争に使われることになるのはかなり後のことですので、自分は少なくとも直接の責任を産み出して戦争に使われることになるのはかなり後のことですので、自分は少なくとも直接の責任なるのはかなり後のことですので、自分は少なくとも直接の責任はかなり後のことですので、自分は少なくとも直接の責任

を負っていないだろうというふうに思っていたのではないかと思います。それに対して、20世紀に入って、っていないだろうというふうに思っていたのではないかと思います。それに対して、20世紀に入って、

ある意味では物理学の時代になると、物理学のネガティブプロダクトというのは言うまでもなく核兵器で、物理学のネガティブプロダクトというのは言うまでもなく核兵器で物理学のネガティブプロダクトというのは言うまでもなく核兵器で

ありますが、この場合の物理学者の行動というのは科学の体系化の時とはちょっと違います。つまり、非体系化の時とはちょっと違います。つまり、非時とはちょっと違います。つまり、非

常に近接した時間の中でネガティブなものができてきたということがあって、ある意味では、できた途端た時間の中でネガティブなものができてきたということがあって、ある意味では、できた途端ネガティブなものができてきたということがあって、ある意味では、できた途端

に反対運動を科学者が起こすということをやったわけであります。20世紀の末から21世紀の今にかけて、

今度はある意味では生命科学、あるいは生物学の時代になってきました。ここでは既に人間は学習していました。ここでは既に人間は学習してい。ここでは既に人間は学習してい既に人間は学習してい人間は学習してい

ますので、何かが起きる前に何とかしようということになりまして、これは大変賢明なことだったと思うりまして、これは大変賢明なことだったと思う、これは大変賢明なことだったと思う

んですけれども、P1、P2とか、実験設備に対する規制を設けるとか、あるいはある評価機関で許可を受

けないとある種の研究はできない、というような箍をはめてから研究を始めるということになりました。、というような箍をはめてから研究を始めるということになりました。というような箍をはめてから研究を始めるということになりました。ような箍をはめてから研究を始めるということになりました。箍をはめてから研究を始めるということになりました。

　では、私自身が関与している、IRTつまり情報技術とかロボット技術の場合にはどうするのかという問つまり情報技術とかロボット技術の場合にはどうするのかという問情報技術とかロボット技術の場合にはどうするのかという問

題があります。その科学、物理、生命科学というのは、いわゆるケミカルなものとか核とか、あるいはバ

イオ兵器とかいうことも含めてネガティブプロダクトを非常に明確に想像できるわけであります。ITとを非常に明確に想像できるわけであります。ITと非常に明確に想像できるわけであります。ITと。ITとITと

かRTの場合のネガティブなプロダクトというのはもちろん兵器はありますが、新しくそれによって出来

上がるネガティブプロダクトというのはあまり明確に見えないところがあります。例えば ITですと、今

のところ、例えばゲームでもって癲癇を起こすとかいうようなことがあって、大量に破壊するというより

は、個人個人を傷つけていく可能性がある、つまり心理的なものがあるかもしれません。つまり心理的なものがあるかもしれません。心理的なものがあるかもしれません。ません。。

　それから、ロボットテクノロジーになりますと物理的に物を動かしますので、人体に対して個別に何か

害を及ぼすというようなことがあるかもしれません。性格が違いますけれども、やはり何かしなくちゃません。性格が違いますけれども、やはり何かしなくちゃ性格が違いますけれども、やはり何かしなくちゃ

いけないんじゃないかと思うのです。では何ができるかということを考えますと、生命科学に対して IT、思うのです。では何ができるかということを考えますと、生命科学に対して IT、では何ができるかということを考えますと、生命科学に対して IT、

RTというのは、ある意味では非常に小型の実験装置で研究ができます。特に ITになりますと、大学でます。特に ITになりますと、大学で。特に ITになりますと、大学で
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やっている研究よりもはるかに優れたプログラムを個人がどこかのアパートの隅で作っている可能性が常

にあるわけであります。そういう意味で、生命科学がやったような設備に対して等級をつけてそれを規制

するとか、あるいは何を考えてはいけないとか、やってはいけないとかいうことはほとんど不可能です

ね。ロボット技術に関しても同じだと思うんですが、今、高い高いと言いながら、いろいろな道具が個人

のお金で買える範囲で結構あります。それらを組み合わせることによってロボットを作って、ホビーとしで結構あります。それらを組み合わせることによってロボットを作って、ホビーとし結構あります。それらを組み合わせることによってロボットを作って、ホビーとしらを組み合わせることによってロボットを作って、ホビーとしを組み合わせることによってロボットを作って、ホビーとし

てやっている人は結構いるわけです。そういうことを考えますと、生命科学的な自己規制のやり方という

のはできないわけでありまして、ロボット技術者、ロボット研究者というのはそういう意味の箍をどうい

うふうにしていったらいいのかというのは実はちゃんとわからずにやっているわけです。らずにやっているわけです。やっているわけです。

　今日のシンポジウムもそうですが、１つの答えとして私が思っているのは、少なくともやっていること今日のシンポジウムもそうですが、１つの答えとして私が思っているのは、少なくともやっていることのシンポジウムもそうですが、１つの答えとして私が思っているのは、少なくともやっていること

を見ていただくことです。できるだけたくさんの方に見ていただく。何ができていて何ができていないのことです。できるだけたくさんの方に見ていただく。何ができていて何ができていないの。できるだけたくさんの方に見ていただく。何ができていて何ができていないの

かということを皆で共有するということは非常に重要ではないかと思います。ちょっと弱そうに見えます皆で共有するということは非常に重要ではないかと思います。ちょっと弱そうに見えますで共有するということは非常に重要ではないかと思います。ちょっと弱そうに見えますと思います。ちょっと弱そうに見えます。ちょっと弱そうに見えます

が、情報公開、ディスクローズすることを躊躇せずにやること、その中で、何はやってよくて何はやって、その中で、何はやってよくて何はやってその中で、何はやってよくて何はやってはやってよくて何はやってやってよくて何はやってはやってやって

はいけないのかというようなことを常に議論するということが要求されているのかなというふうに思って

いるわけです。

　それから最後に、これは一種の愚痴といいますか、窮屈になってきたなと思ったことの１つなんですが、

制度というものと、その制度に規制されている実態の関係、つまり規約制度を整備することの意義というつまり規約制度を整備することの意義という規約制度を整備することの意義という

のは何かという問題です。規約は今やっていることを正当化する理由として利用されているような側面がという問題です。規約は今やっていることを正当化する理由として利用されているような側面が。規約は今やっていることを正当化する理由として利用されているような側面が規約は今やっていることを正当化する理由として利用されているような側面が今やっていることを正当化する理由として利用されているような側面が正当化する理由として利用されているような側面がする理由として利用されているような側面がとして利用されているような側面がような側面が

あります。ある意味では問題の本当の解決になっているかどうかという気がしていて、私もちゃんと規約

どおりやりますけれども、何か本質的な問題が除かれていないかと。これは随分昔、学生時代に読んだユ

ダヤ人問題という本で（タイトルがそうだったか忘れてしまいましたが）、ユダヤ人を解放する法的な制本で（タイトルがそうだったか忘れてしまいましたが）、ユダヤ人を解放する法的な制タイトルがそうだったか忘れてしまいましたが）、ユダヤ人を解放する法的な制てしまいましたが）、ユダヤ人を解放する法的な制、ユダヤ人を解放する法的な制

度はできたけれども、実際は常に差別を社会で受けているというような話が述べられていたと思うのですが述べられていたと思うのですと思うのですのですです

が、それと同じことがこの倫理規約とか倫理規定にありはしないかという気がしてならないわけです。つ

まり、規定を遵守することが免罪になるということで、本当に倫理的に良いのか悪いのかということとは良いのか悪いのかということとはのか悪いのかということとは

別の形式的な問題として解決しようとしているところがあるのではないかと思うのですね。それではどうのですね。それではどうですね。それではどう

したらいいんだと言われると答えはないんですけれども、遵法、つまり法を守ることと正義とは実は同じ

ではないという意味で、手続きを踏むことと、その手続きがもともと目指した意味を理解していることと意味で、手続きを踏むことと、その手続きがもともと目指した意味を理解していることとで、手続きを踏むことと、その手続きがもともと目指した意味を理解していることと

はまた違うだろうという気がいたします。

　この辺のところを十分頭に入れて手続きを踏む、あるいは規約を作るということが重要かと思うんです

が、もう、それに対してある意味では非常に嘆かわしい現象というのが産業界で起きていまして、それは

認定業務というのが産業になってきているということがあります。例えば、これは倫理規定とかでなくて

普通の工業製品の話ですけれども、標準化とか、あるいはある意味のプロトコルを規定すると、売られて

いる製品がその規定を遵守して作られているかどうかということを認定する機関というのが非常に大きな

産業に今なりつつある。本当にこれは実態のない産業といいますか、特にヨーロッパ、アメリカ、中国で

は、中国として自分たちの規定を作ってそれを認定する機関を通らないと中国では売れない。これはヨー

ロッパでもアメリカでも日本でも同じことですけれども、日本は出遅れて認定がほとんど外国で行われる

ということが起きていて、産業としては日本ではちょっと成り立ちにくいところがあるのですけれども、のですけれども、ですけれども、

外国の認定会社が日本に会社を興していて、１つの機種を開発して売ろうと思ったらそこの認定を受けないて、１つの機種を開発して売ろうと思ったらそこの認定を受けな、１つの機種を開発して売ろうと思ったらそこの認定を受けな

ければ売れないということになります。そうなりますと、認定するのに幾らかかるというようなことが起

きてきて産業になってきているということで、これは標準化とかグローバリゼーションが常に持っている
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第二回　総合研究機構研究成果報告会

危険性というか、それそのものが持っている危険はまた別にあると思うのですが、産業として、あるいはのですが、産業として、あるいはですが、産業として、あるいは

国と国の関係で言うと、産業政策の一種の戦争としてこういうものが使われるということが実際にありま

す。

　これをいわゆる研究者倫理とか、医療倫理とか、そういうところに持ち込まないで何とかやってほしい

というふうに思っていまして、こういうものがあればやはり守らなくちゃいけないので守りますが、その

中にある危険性というものを我々はきちんと持っていないといけないのではないかと思い、ここに書きまものを我々はきちんと持っていないといけないのではないかと思い、ここに書きまのを我々はきちんと持っていないといけないのではないかと思い、ここに書きま思い、ここに書きま

したが、今日はこれだけ考えさせられたということで、大変面白い講演会だったと思います。、今日はこれだけ考えさせられたということで、大変面白い講演会だったと思います。今日はこれだけ考えさせられたということで、大変面白い講演会だったと思います。はこれだけ考えさせられたということで、大変面白い講演会だったと思います。

　ちょっと長くなりましたけれども、以上のようなことは一聴衆として考えたことでして、これに全部答でして、これに全部答、これに全部答

えてくださいとかというのではなくて、お話になったことに付け加えることが、こういうところをキー

ワードにして何かありましたらお話をいただき、それでなくても話し忘れたことがあったらば付け加えてありましたらお話をいただき、それでなくても話し忘れたことがあったらば付け加えてお話をいただき、それでなくても話し忘れたことがあったらば付け加えて

いただいても構いません。まずは藤江先生からよろしくお願いいたします。は藤江先生からよろしくお願いいたします。藤江先生からよろしくお願いいたします。

藤江：：はい。全部は全然、今伺っていただけでまだ理解できていないところもあるので全部はあれですが、

最初にちょっと気になるのは、私が思っていることとちょっと反対の立場をきょう橋本先生はここにお書

きになっているんですけれども、理工系の学生といいましょうか、人間の社会的素養という問題も確かに

大事だと思いますが、一般に言われているように、私どもが学生の時はわりと理科バカというんでしょう

か、そういう。もっと言うと早稲田の中では大久保キャンパス、特別何とか大学とか本部の方から言われ

たりなんか、最近は言われていないと思いますけど、そういう傾向があったような気がするんですが、私

が逆に思うのは、最近、いろいろ取材や何か、こういう分野に非常にマスコミが興味を持っておられるん

ですが、文系の方といいましょうか、こちらの方の理系の技術がここまで進んでいるのに、先ほど最後の

方の先生が、要するに患者としてこれから知恵を持たなければいけないという話を言われたんですけれど

も、文系側の方でその知恵に相当するようなことを理解するのに最小限の技術的素養があまりにも少ない

んじゃないかなというふうに思いました。

　それで、早稲田でも総合科目でしたか、こちらの本部のキャンパスでオムニバスでやったりなんかする

やつについて、文系の学生さんがものすごくたくさん参加してくださって、ああいうのはやっぱり皆さん

飢えているんじゃないかなというような感じがちょっとしておりまして、ちょっと橋本先生がおっしゃっ

たことと逆の方がむしろ私としてはかなり最近心配な面だと思います。ですから技術系の人が言うと、も

うあれはどうしてもわかんないからというので聞き流してしまう傾向が非常に強くなってきているような

気がしております。こういう分野はやっぱり、先ほど橋本先生がおっしゃった、やっていただくことをた

くさんの人に広く見ていただく、情報公開。私もこれはすごく賛成で、私も早稲田に来て5年半になるん

ですが、かなり積極的に、うちの学生さんは結構しんどい思いをしていると思うんですけれども、積極的

に何かある度に公開はしているつもりなんですね。それでいろんな議論をいただいて、我々改めるべきこ

とは改めるとか、方向修正すべきところはするというふうな形でやってきているので、それは非常に重要

だと思いますが、そのためにも、もう少し文系の方の技術的素養というのが必要なんじゃないかと。今、

文系、理系が分かれているのがちょっと。そこを言い出すときりがなくなってしまうと思うんですけれど

も、数学が嫌いだから、物理が嫌いだから文系に行ったとか、数学、物理が好きだから理系に来たとか、

そういう分け方がどうも歪みが大きく出てきちゃうんじゃないかなというふうに思っておりまして、その

辺はこの中で議論していかなくてはならないんじゃないかなと思っています。
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＊司会：司会：：よくわかります。私も全学対象のゼミを担当していますが、文系の学生が来て喜んで話をします。担当していますが、文系の学生が来て喜んで話をします。、文系の学生が来て喜んで話をします。します。。

今ここで申し上げたいのは、理系の教育を担当する立場から、今、理工系の中で社会的な教育として新たいのは、理系の教育を担当する立場から、今、理工系の中で社会的な教育として新たのは、理系の教育を担当する立場から、今、理工系の中で社会的な教育として新た

に始めた知財教育だけでは済まないんだということです。山田先生、いかがでしょうか。

山田：橋本先生の問題提起は、非常に難しく、たくさんありまして、どれについて考えようかなと思って橋本先生の問題提起は、非常に難しく、たくさんありまして、どれについて考えようかなと思っては、非常に難しく、たくさんありまして、どれについて考えようかなと思って、非常に難しく、たくさんありまして、どれについて考えようかなと思って

いたのですが、今、藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養のですが、今、藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養ですが、今、藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養が、今、藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養、今、藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養、藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養藤江先生が問題の切り口を作っていただきましたので、やはり理工系の社会的な素養

という観点をもう少し。これはこの会場に来たときに是非伝えておきたいなと思ったメッセージでもあり少し。これはこの会場に来たときに是非伝えておきたいなと思ったメッセージでもあり。これはこの会場に来たときに是非伝えておきたいなと思ったメッセージでもありの会場に来たときに是非伝えておきたいなと思ったメッセージでもあり来たときに是非伝えておきたいなと思ったメッセージでもあり

ましたので、この機会に忘れないうちに申しあげたいと思うのです。安全の分野で、そして倫理の分野でに申しあげたいと思うのです。安全の分野で、そして倫理の分野でと思うのです。安全の分野で、そして倫理の分野でのです。安全の分野で、そして倫理の分野でです。安全の分野で、そして倫理の分野で。安全の分野で、そして倫理の分野で安全の分野で、そして倫理の分野でそして倫理の分野で倫理の分野でで

も恐らくもっとだと思うのですけれども、とにかく専門知識を持つ、あるいは、それに準ずる知識を持っ恐らくもっとだと思うのですけれども、とにかく専門知識を持つ、あるいは、それに準ずる知識を持っもっとだと思うのですけれども、とにかく専門知識を持つ、あるいは、それに準ずる知識を持っのですけれども、とにかく専門知識を持つ、あるいは、それに準ずる知識を持っですけれども、とにかく専門知識を持つ、あるいは、それに準ずる知識を持っ

た、専門的にはリスクアセッサーとか、セーフティアセッサーとかいうのですけれども、そういう方が日のですけれども、そういう方が日ですけれども、そういう方が日日

本にはほとんどいらっしゃらない。ヨーロッパでは企業での教育もしているし、それから若い学生の時かほとんどいらっしゃらない。ヨーロッパでは企業での教育もしているし、それから若い学生の時か学生の時か時か

らの教育もやっていて。やはり安全は、事業所単位で責任が問われるところなので、皆さん安全技術を習。やはり安全は、事業所単位で責任が問われるところなので、皆さん安全技術を習やはり安全は、事業所単位で責任が問われるところなので、皆さん安全技術を習は、事業所単位で責任が問われるところなので、皆さん安全技術を習事業所単位で責任が問われるところなので、皆さん安全技術を習安全技術を習技術を習

得すると同時に権利も持って行くんですね。やはりそうあるべきだと思います。ところが、日本の場合でって行くんですね。やはりそうあるべきだと思います。ところが、日本の場合でんですね。やはりそうあるべきだと思います。ところが、日本の場合で

すと、ごく少数の安全技術者というのがいろいろな所に顔を出して、どこ行っても同じ顔があって、安全いろな所に顔を出して、どこ行っても同じ顔があって、安全な所に顔を出して、どこ行っても同じ顔があって、安全

技術の中での議論、価値の多様化もないですし、それからあとを追っかけてきてくれる人もいないという議論、価値の多様化もないですし、それからあとを追っかけてきてくれる人もいないというの多様化もないですし、それからあとを追っかけてきてくれる人もいないという

現状でして、もうこれは国際的に見たら日本のかかえるものすごく大きな問題だと思います。国際的に見たら日本のかかえるものすごく大きな問題だと思います。に見たら日本のかかえるものすごく大きな問題だと思います。日本のかかえるものすごく大きな問題だと思います。ものすごく大きな問題だと思います。

　安全、安心というのはわかる、皆さん感性としてはわかるんですけど、ではどうしたらいいかというと

ころに踏み込むといきなり問題に対する解決能力がなくなるという実態。社会がすべてそのような傾向ののような傾向の

中にあるというような気がします。そういった意味で、大学だけではもちろんないんですけれども、小さというような気がします。そういった意味で、大学だけではもちろんないんですけれども、小さ

い時からの教育もずっと必要だと思うんですけれども、大学でそういったところを掘り起こして、次の世

代を担う安全がわかる、安全技術といわなくても安全がわかる、そういった人をたくさん育てていけたら

なというふうに思います。

＊司会：司会：：今おっしゃったこと、まさに理工学部というか、理工学術院が直面している問題でして、やはり

学生が実験の中で事故を起こすとかいうことが結構あるわけです。その時に、実験中は眼鏡をかけなく

ちゃいけないとか、いろんなことが制度として、あるいは規約、決まりとしてはあるのですが、それがなが制度として、あるいは規約、決まりとしてはあるのですが、それがな制度として、あるいは規約、決まりとしてはあるのですが、それがなのですが、それがなですが、それがな

かなか履行されないということがありますし、多分、先生方の中には実験というのは身の危険を感じなが

らやるもんだというふうに思っている人もいるかもしれない。気合いで結果を出すんだとかいうふうに

思っているかもしれない。そういう中で学生教育をどうするかという問題は非常に我々自身の問題という

ことで、ご指摘のとおりだと思います。ある意味で、安全、安心というと優しさばかりを追い求めるとい

うふうな雰囲気もありますけれども、優しさというのと厳しさみたいなものをいかに両立させていくかと

いう、スタンスがきちんと定まらないことが問題、困っていることの１つです。ことが問題、困っていることの１つです。問題、困っていることの１つです。

　町田先生、いかがですか。

町田：：私ももともと理系なのに今やっていることはどちらかというと文系に近いことをやっているのですのですです

けれども、ロボットについても今医療について言えば非常に大切になってきていると思うんですね。例え

ば、ロボットという形でなくても、情報という形で考えれば、内科なんかでももっと考えなくちゃいけな

い問題があると思います。ただ、私は今特に述べたいのは、やっぱり医療技術ということで、アメリカの

医療技術というのはものすごく突出しているわけですね。その裏にあるものというのはどうなのかという

― 126 ―



第二回　総合研究機構研究成果報告会

のが私は常に心配なんですね。というのは、アメリカ社会というのは貧富の差を容認しちゃっていますか

ら、今、膨大なお金を投与して基礎医学、ないしは基礎生物学をやっているわけですけれども、では、あ

の研究は何のための研究なのかというと、つまるところ生命の延長の為と思うのです。でも、それでは実の為と思うのです。でも、それでは実。でも、それでは実

際に恩恵を受ける人はどういう人なのかということも考えると、例えば臓器移植にしても、生体臓器移植

はともかくとしても、脳死による臓器移植はアメリカでは3,000万円ぐらいかかるんですね。それから毎脳死による臓器移植はアメリカでは3,000万円ぐらいかかるんですね。それから毎臓器移植はアメリカでは3,000万円ぐらいかかるんですね。それから毎

年のメンテナンスなんかにもかかるわけですけれども、膨大なお金がかかっていて、大半のアメリカ人はかっていて、大半のアメリカ人はっていて、大半のアメリカ人は

無理だと思うんですね。

　それから、もっと私が問題だと思ったのは、山内先生の言われたことも多少関係するのですが、アメリ関係するのですが、アメリですが、アメリが、アメリ、アメリ

カで行われている研究や医療の習得ですね。私はちょうど20年前、早稲田にくる1年前、国立の医科大学や医療の習得ですね。私はちょうど20年前、早稲田にくる1年前、国立の医科大学医療の習得ですね。私はちょうど20年前、早稲田にくる1年前、国立の医科大学早稲田にくる1年前、国立の医科大学にくる1年前、国立の医科大学の医科大学大学

に勤めていて、たまたま最後の年なんですけど在外研究員に行かせてもらって、アメリカのニューヨークに行かせてもらって、アメリカのニューヨーク行かせてもらって、アメリカのニューヨーク

にある医科大学にいたんですけど、たまたまそこにずっと長い間この医科大学で研修していて名古屋大学いたんですけど、たまたまそこにずっと長い間この医科大学で研修していて名古屋大学この医科大学で研修していて名古屋大学研修していて名古屋大学

に行かれた外科の先生が夏休みだけこられていたので、色々と相談相手になっていただいていたというこ夏休みだけこられていたので、色々と相談相手になっていただいていたというこ

とがありました。その先生はすごく優秀で、外科のチェアマンがバカンス、要するに１カ月ぐらい夏休みその先生はすごく優秀で、外科のチェアマンがバカンス、要するに１カ月ぐらい夏休み

を取るのでその代わりとして来ている人だったんです。アメリカのレジデントというのはすごく大変なん。アメリカのレジデントというのはすごく大変なんアメリカのレジデントというのはすごく大変なん

ですね。日本の研修医なんて問題にならないぐらい大変なんですけど。では、どういうことをやっている

かというと、外科の場合だと、たまたまその先生がレジデントのチーフになってレジデントの手術の割り

振りをするということになったらしいんですけど、何しろいろいろな技術を習得したいので、１日11件の

手術をしたことがあると。平均４件ぐらいは手術してたというんですね。たというんですね。というんですね。

　先日、日本の某大学病院で、何か三十七、八歳の外科医が腹内視鏡の手術だったと思うんですけど、現日本の某大学病院で、何か三十七、八歳の外科医が腹内視鏡の手術だったと思うんですけど、現で、何か三十七、八歳の外科医が腹内視鏡の手術だったと思うんですけど、現現

在ではその手術自体それほど大変な手術じゃないかと思うんですけど、30も半ば、中年になった医師が手術じゃないかと思うんですけど、30も半ば、中年になった医師が

やって、要するに未熟で失敗しているわけですね。あんなことはとてもアメリカでは考えられないですね。

なぜかといったら、もうレジデントの段階でたくさんの手術をこなしちゃうわけですから。それではそのわけですから。それではそのその

こなされる人たちはどういう人かというと、アメリカって4,500万人以上の無保険者がいるんですね。そ

んなのはもう容認しちゃっているわけですね。それで、クリントン政権はそれを是正しようと思ったけど、

結局、社会としてあの法律を葬っちゃうわけですね。だから国民皆保健はアメリカ人のコンセンサスを得国民皆保健はアメリカ人のコンセンサスを得アメリカ人のコンセンサスを得人のコンセンサスを得のコンセンサスを得

られないわけですね。それで、多分今でも同じようなことが行われているんじゃないかと思うんですけれ

ども、いわゆる日本で言ったら学業管理ですかね、お金の払えない人はそれなりの医療ということになるお金の払えない人はそれなりの医療ということになる

のだと思います。要するに金持ちの人は良質の医療をうけられ、その人にあった治療がなされるわけだけ要するに金持ちの人は良質の医療をうけられ、その人にあった治療がなされるわけだけ良質の医療をうけられ、その人にあった治療がなされるわけだけ

ど、お金を払えない人は低い人、最終的にはレジデント、要するに経験がない人たちが手術することになお金を払えない人は低い人、最終的にはレジデント、要するに経験がない人たちが手術することになことにな

るわけです。でも、それによって医師の技術がものすごく習得される。それがまたお金のある人たちに還。でも、それによって医師の技術がものすごく習得される。それがまたお金のある人たちに還医師の技術がものすごく習得される。それがまたお金のある人たちに還技術がものすごく習得される。それがまたお金のある人たちに還

元されていくんじゃないかと思いますが、底上げということで医者全体のレベルはものすごく上がるわけ

です。

　そういうことを考えると、日本って、これだけ平等な社会になっていて、しかも皆保険制度で、技術料

１つ考えてみても、これもすごく日本の医療はおかしいと思うんですけど、それこそレジデントが手術を、これもすごく日本の医療はおかしいと思うんですけど、それこそレジデントが手術を

やっても外科の教授が手術をやっても、表向きは全部同じなんですね。私としてはもうちょっと変えるべ

きだと思いますけど。ただ、変えようと思っても、日本人のコンセンサスが得られないと思うんですね。。ただ、変えようと思っても、日本人のコンセンサスが得られないと思うんですね。ただ、変えようと思っても、日本人のコンセンサスが得られないと思うんですね。ようと思っても、日本人のコンセンサスが得られないと思うんですね。、日本人のコンセンサスが得られないと思うんですね。人のコンセンサスが得られないと思うんですね。のコンセンサスが得られないと思うんですね。

だからアメリカというのはやっぱり特殊なんですね。でも、今、その特殊なものが標準化されちゃっていその特殊なものが標準化されちゃってい特殊なものが標準化されちゃってい

て、すべてアメリカ流のことがいろんな分野で要求されている。だから人間の、例えば先ほどもちょっと

ストレスの話をしましたけれども、もうアメリカ流の会社経営が基本になっていて、日本流は悪い悪いと
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なっちゃって、その結果どうなっているかというと、今本当にひどい状態になっちゃったと思うのです。のです。。

だから、どこまでどうアメリカ流を容認するのか。私はもうそこまでいくと理解できないので、それはも

う日本人の意識を改革するしかないと思い、どんな時代になっても対応できる人づくりが必要と思われま思い、どんな時代になっても対応できる人づくりが必要と思われま

す。その基本として自立ということを考えるのですけれども、やっぱりシステムをもっと根本的に誰かが、自立ということを考えるのですけれども、やっぱりシステムをもっと根本的に誰かが、のですけれども、やっぱりシステムをもっと根本的に誰かが、ですけれども、やっぱりシステムをもっと根本的に誰かが、

誰かというか、みんながそのシステムを考えなくてはいけないのではないかなということを痛切に感じまそのシステムを考えなくてはいけないのではないかなということを痛切に感じまシステムを考えなくてはいけないのではないかなということを痛切に感じま

す。

＊司会：司会：：確かにおっしゃったことは、アメリカはデモクラシーの国で、ヒューマニズムというのが中心に

あって、実際にそういうことをどういうふうにアメリカ人が折り合いをつけているかというのはよくわか

らないところがありますね。

町田：：それともう１つ研究のことについてもそうなんですね。すごいシステムになっていて、例えば私はは

その医科大学でチェアマンと親しくしていたので色々見せてもらったのですが、例えばアメリカではグラチェアマンと親しくしていたので色々見せてもらったのですが、例えばアメリカではグラ色々見せてもらったのですが、例えばアメリカではグラ、例えばアメリカではグラ

ントをもらうための申請書が膨大な数で、厚さでいったらこんなに厚い申請書だというんですよ。日本のが膨大な数で、厚さでいったらこんなに厚い申請書だというんですよ。日本の膨大な数で、厚さでいったらこんなに厚い申請書だというんですよ。日本ので、厚さでいったらこんなに厚い申請書だというんですよ。日本の、厚さでいったらこんなに厚い申請書だというんですよ。日本の

科研費はせいぜいこんなもの、せいぜい10枚ぐらいなんですけれども、そこの中にはもう研究の成果まで

書かなくちゃいけないようになっているというんですけれども、でも、考えてみたら、それは見込実験を

強要しているようなものではないかと思ってしまいます。これはあまり言えないのですけれども、例えばはないかと思ってしまいます。これはあまり言えないのですけれども、例えばこれはあまり言えないのですけれども、例えばあまり言えないのですけれども、例えば言えないのですけれども、例えばのですけれども、例えばですけれども、例えば

日本人がアメリカの雑誌に投稿するときに、査読が必ずありますね。査読者はアメリカ人がなることが多りますね。査読者はアメリカ人がなることが多すね。査読者はアメリカ人がなることが多

いわけです。で、現実に私がいたときも、チェアマンが大学院生に査読中のものを持ってくるわけですね。

だから、そういうシステムでアメリカはなっていて、しかもアメリカって時々とんでもない事件があるの時々とんでもない事件があるの

ですね、数年前に書いた論文が有名な雑誌に何本も載っている人が、実は全部捏造だったという事件もあ有名な雑誌に何本も載っている人が、実は全部捏造だったという事件もあ

るんですね。だから、何かすごくそういう点で厳しいような法律もあるんだけれども、何か裏でやってい

ることというのはアメリカの利益のために温存されているものってのがたくさんあるんじゃないかなと感

じてしまうんですね。

　昔有名な東京大学の薬理の教授が、退官するときに、最終講義で、もうアメリカの雑誌には絶対出した昔有名な東京大学の薬理の教授が、退官するときに、最終講義で、もうアメリカの雑誌には絶対出した有名な東京大学の薬理の教授が、退官するときに、最終講義で、もうアメリカの雑誌には絶対出した東京大学の薬理の教授が、退官するときに、最終講義で、もうアメリカの雑誌には絶対出した薬理の教授が、退官するときに、最終講義で、もうアメリカの雑誌には絶対出した

くないと。その人は本当にノーベル賞級の学者だったんですけれども、もうすべて盗用されたと言って

いましたけど。そういうのは、今だってないわけではない。それも20年前になりましたから随分変わっ

ているかもしれませんけれども、やっぱり査読中のものは見る機会が多いんじゃないですかね。だから、

ちょっとそういう点でもどうかなと思いますね。

＊司会：司会：：やっぱり中心に情報が集まってくる。集まってくると、いろんなことをする機会が増える可能性

はありますね。例えばCOEのように日本で今一生懸命センターを作ろうというのは、それを抑制するたのように日本で今一生懸命センターを作ろうというのは、それを抑制するた日本で今一生懸命センターを作ろうというのは、それを抑制するた生懸命センターを作ろうというのは、それを抑制するた懸命センターを作ろうというのは、それを抑制するた

めじゃないわけですけれども、やっぱりある意味で情報が集まってくるところではそれだけ倫理規程をきではそれだけ倫理規程をきはそれだけ倫理規程をき

ちっとしなきゃいけないということがあるんだろうと思います。

　加納先生、いかがですか。、いかがですか。。

加納：：私は、私の講演の中で申しましたように、知恵の復権ということをやはりもう一度強調したいと思

います。情報はますます洪水になり、氾濫すると思います。それから知識もますますいろいろ蓄積されになり、氾濫すると思います。それから知識もますますいろいろ蓄積され、氾濫すると思います。それから知識もますますいろいろ蓄積され

て、進展して、専門化が進んだ結果、いつの間にか専門家が知恵も持っているんだというふうに思われて化が進んだ結果、いつの間にか専門家が知恵も持っているんだというふうに思われて、いつの間にか専門家が知恵も持っているんだというふうに思われても持っているんだというふうに思われて持っているんだというふうに思われて
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いるところがあるんですが、私は一般人でも、普通人でも、十分知恵を持っていて、その知恵をもっと復

権するように全体の世論とか教育とか、そういうものを大いに強調していかなきゃいけないと思います

ね。きょう橋本先生から挙げていただいたポイントでいくと、例えば規定遵守と免罪というような問題で

すが、知識をもとにいろいろ規定を作るわけですね。しかし、明らかにその規定を守っていてもおかしい

というのは、我々普通人が持っているセンスだと思うんですね。例えば、これは私もよくわからないから

単なる例で間違っているかもしれませんけど、ホリエモンなる人物は、私は規定を全部守っていると言っ

ているんだけど、やっぱり何かやってることはおかしいですよね。何百億円のお金を実体の裏付けがなく実体の裏付けがなく

て動かしているというのはやっぱり知恵からいくとおかしい。動かしているというのはやっぱり知恵からいくとおかしい。

　次のポイントとしては、我々一人一人、みんなが知恵を持っているんだ、あるいは知恵をもてる可能性、あるいは知恵をもてる可能性

があるのだという認識が重要ではないかと思います。これこそが民主主義の基盤だと思うんですよね。民。これこそが民主主義の基盤だと思うんですよね。民の基盤だと思うんですよね。民だと思うんですよね。民

主というのはデモクラシーですから、みんなで決めていこうということですから、やっぱり一人一人が独

立した人格として、人間として、知恵をもって判断できるんだということが民主主義の基礎になっている

と思うんですね。ですから、理工学部の学生であろうが、法学部の学生であろうが、法学部だって私は法

学バカはいくらでもいると思う、規定さえ守っていればいいんだという意味で。それからエコノミストにいう意味で。それからエコノミストに。それからエコノミストに

なると今度は妙に成長率ばかり言って公害を撒き散らす経済バカもいるでしょう。しかし、そういう人経済バカもいるでしょう。しかし、そういう人。しかし、そういう人しかし、そういう人、そういう人ういう人

だって知恵を持って、普通の一般人に戻れば、やっていることがおかしいというのは良心の問題として気って、普通の一般人に戻れば、やっていることがおかしいというのは良心の問題として気、普通の一般人に戻れば、やっていることがおかしいというのは良心の問題として気やっていることがおかしいというのは良心の問題として気がおかしいというのは良心の問題として気問題として気気

がつくと思うんです。だけど、その知恵を復権していないからちゃんとした判断ができなくなってしまう。くと思うんです。だけど、その知恵を復権していないからちゃんとした判断ができなくなってしまう。と思うんです。だけど、その知恵を復権していないからちゃんとした判断ができなくなってしまう。

　私、最近のことで非常に快哉を叫んだのは、内部告発の制度ができたことです。早稲田大学でもできまたことです。早稲田大学でもできま。早稲田大学でもできま

したけど、その他、いろんな会社や学会でも会社員や学会員である前に人間たれという前提のもとに内部や学会でも会社員や学会員である前に人間たれという前提のもとに内部でも会社員や学会員である前に人間たれという前提のもとに内部会社員や学会員である前に人間たれという前提のもとに内部学会員である前に人間たれという前提のもとに内部いう前提のもとに内部

告発の制度ができています。人間の倫理的な基準に従って、おかしいことがあればそれを告発していく、。人間の倫理的な基準に従って、おかしいことがあればそれを告発していく、

内部告発していく責任があるんだと言うことですね。いろんなところでそれを言い始めている。それはうことですね。いろんなところでそれを言い始めている。それはね。いろんなところでそれを言い始めている。それは

やっぱり知恵の復権だと思う。ですから専門家である前に、会社員である前に人間であれということです人間であれということです

ね。例えば、これは有名になった雪印乳業が北海道で、工場の主任技術者みたいな人が、古いミルクがあっ。例えば、これは有名になった雪印乳業が北海道で、工場の主任技術者みたいな人が、古いミルクがあっ

て、それを使ったら赤ちゃんの粉ミルクがおかしくなると知っていたけれども会社のためにおかしいと言おかしいと言言

わなかった。それは、その時は認められたけど、やっぱりおかしいという勇気、それをもってそういうこ

とを言った人を守っていくという社会的な仕組みとか、そういうものがないと世の中が成り立っていかな

いんじゃないかと思います。ますますルールばかりが決められて、それさえ満たしていればいいんだとい思います。ますますルールばかりが決められて、それさえ満たしていればいいんだとい。ますますルールばかりが決められて、それさえ満たしていればいいんだといばかりが決められて、それさえ満たしていればいいんだといそれさえ満たしていればいいんだとい

うことになっていて、心のどこかでそれはおかしいんだという声が聞こえたら、やっぱりそれはおかしい

と言っていく勇気を持つ。それが知識、情報、知恵の中で知恵をもっと強調していくべきではないかといの中で知恵をもっと強調していくべきではないかとい知恵をもっと強調していくべきではないかとい

うふうに思います。

＊司会：司会：：今お聞きしていて思ったんですけれども、フォン・ノイマンという数学者で物理学者で計算機を

発明した人の研究の中で非常に感心した研究があるんですけれども、それは社会みたいなものなんですそれは社会みたいなものなんです社会みたいなものなんです

が、不完全な素子を使って完全なシステムを作るという研究があります。それは簡単に言いますと、それります。それは簡単に言いますと、それ。それは簡単に言いますと、それ

ぞれの素子は人間みたいに不完全だと。でも、それが作り上げる全体のシステムは完全で、一つ一つの不

完全さに比べるとはるかに完全に近くできるという話があるんです。その条件は、先生がまさに言われた条件は、先生がまさに言われたは、先生がまさに言われた

ように、それぞれが独立であるということです。独立に知恵をもってというか、独立に結論を出せるよういうことです。独立に知恵をもってというか、独立に結論を出せるよう。独立に知恵をもってというか、独立に結論を出せるよう

な素子がたくさん集まる。そうすると、一つ一つが判断を間違える可能性があっても全体としての判断は

そう大きな間違わなくなるというのが理論の骨子なんですけど、それでシステムをどう作ったらいいかとシステムをどう作ったらいいかとどう作ったらいいかと
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いうシステムの作り方に関する研究です。それがまさにデモクラシーの、民主主義の一番単純なシステムです。それがまさにデモクラシーの、民主主義の一番単純なシステム。それがまさにデモクラシーの、民主主義の一番単純なシステム

としての例だと思うんですけれども、それをやるためにはやはりそれぞれが独立であることをいかに保障

するかということと、それから、わかってもわからなくても情報がちゃんと行きわたるかどうかというこ

とです。そういうものを基にどうやってディシジョンを下すかという知恵の問題もあると思います。何かです。そういうものを基にどうやってディシジョンを下すかという知恵の問題もあると思います。何か。そういうものを基にどうやってディシジョンを下すかという知恵の問題もあると思います。何か

そういうことが今まさに問われている問題かと思います。特に難しい専門知識がたくさん溢れる世の中に思います。特に難しい専門知識がたくさん溢れる世の中に。特に難しい専門知識がたくさん溢れる世の中に

なってくると、まさにそれをちゃんとやらないといけなくなるという気がいたします。

　山内先生、いかがですか。、いかがですか。。

山内：：橋本先生の問題提起は恐らく私に言われた部分がかなりあるんだと思います。それについて言わせ

ていただくと、もう既に標準化の攻勢が、攻撃が既に始まっていると。そして、今、日本はそれに対して

どうしていいかわからないという状態だと思うんです。それはどういうふうにしたらいいかというと、と

にかくずーっと歴史的な状況を見てみても、被験者保護の部分はアメリカは本当に騒ぎになったのが80

年代よりちょっと前ぐらいですから日本はずっと遅れていますけれども、研究費の不正使用だの何だの、

データの捏造だの何だのの話は、やはり90年代初めぐらいに大問題がいっぱい起こって、それで、じゃあ

社会的に一体どうするんだというルールを彼らは彼らなりに作っていったわけですね。その部分が今ちょ

うど日本で起きているんだと思いますね。結局、それはやっぱりそれだけ時代的に遅れている。そして、

それをきちんとしておかないと日本の社会の中でも存続が難しくなるということが見えてきている。そう

すると、結局、日本の社会としては、これは他の分野でも同じですけれども、アメリカ、ヨーロッパで最

初に整備されていたものを輸入せざるを得なくなる。そうして見てみると、結局、向こうの方が整備され

ているものですから、それにある程度追随するという形で進行しなくちゃいけない。それの一番悪い例が

それこそCEマーキングを取らないと輸出できないとか、そういう部分なんだと思うんですよ。

　これはやっぱり、このまま放っておくとアメリカの規則をそのまま使って研究をせざるを得なくなると

いうことになりかねないわけです。ただ、私自身は知ったふうなことを言っていますけれども、実際問題

として本格的に研究倫理の問題を勉強し始めたのは１年そこそこで、それ以前は倫理審査なんかやってい

ましたけど、わからずやっているんですね。国リハの時にはめくら滅法で、しかし何かやらなくちゃいけ

ないからということでやっていて、組織的に勉強できるようになったのはここしばらくなので、つまり本

当の駆け出しなわけですよね。ですから、その時には仕方がない。どういうやり方をこれからとっていく

べきかということについては、やはり最初は勉強しながら日本に合ったものを作り出していく必要がある

というふうに思っています。

　その点で、しばしばいろんなトラブルが起こるんですよ。研究者の側から見ると、こんな面倒くさいこ

とを何で書くんだよということになるわけですが、長い目で見ると、私は少なくとも免罪符をもらえるわ

けですよ、まずは。やっぱり最初の免罪符って僕は必要だと思います。つまり、主観的にはこういう意図

でやったんだからいいじゃないかという、そういう議論はもはや通らない時代になっているので、こうい

う客観的な基準を踏襲しながらやりましたと。その結果が全部いいとは限らないわけですよね。でも、努

力をしたということは認めてもらえるわけです。ですから、その限りでは日本の社会もこれからどんどん

そうなっていくし、それから、例えば研究費でいうと厚生労働省の厚生労働科学研究費はもう既にそれが

要件になっています。具体的にどこまでどうやっているかということはチェックしていませんけどね。い

ずれは文部科学省の科研費もそういうような方向にどんどんいくと思うんですよ。これは、要するに不祥

事が起きてからでないとなかなか動かないかもしれませんけれども。
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　もう１つ言うと、当面はインターナショナルジャーナルに投稿したときに問題になりますね。だから、

いずれはそれが問題になる。その時に、一つ言いましたけど、アメリカの場合はもう大学の中で、日本で

言えば１つの学科レベルのところにもう専任スタッフをそろえて、研究者の負担はうんと軽くなるよう

に、そういう体制を整えているわけですね。やっぱり、そういう体制ごと我々としては何とかするより仕

方がない。ですから、そういうことはやっぱり学びながらやると。

　倫理審査委員会のあり方としてですが、倫理審査委員会がオーケーしてくれないから実験が始められなですが、倫理審査委員会がオーケーしてくれないから実験が始められな、倫理審査委員会がオーケーしてくれないから実験が始められな

いという話をしばしば聞くんですよね。だけど、それは本当にそうあるべきではなくて、実は倫理審査委

員会が研究者と一緒になって、この研究をうまくするためにはどうすれば社会的に認めてもらう形に仕上

がるかということを工夫するということをもっと積極的にやる必要があって、そういう経験を積み重ねな

いと、少なくともアメリカ、ヨーロッパに勝てないなと、そういう感じを最近非常に強く持っています。

それでお答えになったかどうかわからないけれども、そういうことです。

＊司会：司会：：よくわかります。そういうことをやはりやらなくちゃいけないことになってきていて、しかも、。そういうことをやはりやらなくちゃいけないことになってきていて、しかも、そういうことをやはりやらなくちゃいけないことになってきていて、しかも、

これはまさに産業と同じで遅れているんですね。日本の業界といったら変ですけど、遅れているので、ど。日本の業界といったら変ですけど、遅れているので、ど日本の業界といったら変ですけど、遅れているので、ど

うしても向こうさんに合わせざるを得ないということがあります。しかも輸出産業というわけでもないのります。しかも輸出産業というわけでもないの。しかも輸出産業というわけでもないのの

ですが、やはり国際的な雑誌に出さなくちゃいけない。国際的に学会で認められないといけないというよ

うな、ちょうど日本の中で製品を作って日本の中で消費している分には問題が起きないんだけども、なぜ

日本の産業が問題かというと、輸出しないと生きていけないからというところがあるんですね。非常によ

く似た状況になっているんだなというのがよくおわかりだと。

　もう１つ、我々の仕事としてはそれを無視しようというよりは、むしろそれに、それだけではなくても

ともとの心や意味を付けていかなくちゃいけない。で、納得してやっていきたいということが言いたいと心や意味を付けていかなくちゃいけない。で、納得してやっていきたいということが言いたいと意味を付けていかなくちゃいけない。で、納得してやっていきたいということが言いたいと

ころなんですけど。先生がおっしゃることもそれだろうと思いますね。がおっしゃることもそれだろうと思いますね。おっしゃることもそれだろうと思いますね。

山内：：そういうことです。つまり、これが規則だからだめよというんじゃなくて、なぜこういうことをし

なくちゃいけないかということをやっぱり倫理審査する人と研究者とがちゃんと議論しないといけないと

思うんです。その場がなくて紙だけで往復していて、ここだめ、ここだめというんじゃ、やっぱり進歩し

ないなと思います。

＊司会：司会：：山田先生、いかがですか。、いかがですか。。

山田：：それを支持する提案になるかどうかまではわかっていないんですけれども、今お伺いしていると、いないんですけれども、今お伺いしていると、ないんですけれども、今お伺いしていると、

例えば法と倫理という問題であるとか、それから規定遵守と免罪であるとか、そういったところと絡んで

いるのかなと思います。法と倫理ってどういう関係にあるのかということを考えたときに、法というのはことを考えたときに、法というのはを考えたときに、法というのは

ある程度規制がかかってくる。そうすると、たくさんの人に、例外も含めてたくさんの人に及ぶというこ

とになるわけですけれども、倫理というのはその手前のところで構えていてくれているありがたい存在意れども、倫理というのはその手前のところで構えていてくれているありがたい存在意ども、倫理というのはその手前のところで構えていてくれているありがたい存在意も、倫理というのはその手前のところで構えていてくれているありがたい存在意、倫理というのはその手前のところで構えていてくれているありがたい存在意

義のある規範なのかなというふうにとらえられるのかなと思います。例えば個人のレベルで、こういうこられるのかなと思います。例えば個人のレベルで、こういうこ例えば個人のレベルで、こういうこのレベルで、こういうこ、こういうこ

とをやっていると、もしかすると社会的にはものすごく大きな損益になる可能性がある。あるいは、社会社会的にはものすごく大きな損益になる可能性がある。あるいは、社会ものすごく大きな損益になる可能性がある。あるいは、社会

的にたくさんの人に影響が、負の影響が及ぶ可能性があるという行為をしているとします。そういったもいう行為をしているとします。そういったも。そういったも

のをいちいち法で縛ると非常に住みにくくなるといいますか、肩身の狭い思いをしてしまうことになるといちいち法で縛ると非常に住みにくくなるといいますか、肩身の狭い思いをしてしまうことになると法で縛ると非常に住みにくくなるといいますか、肩身の狭い思いをしてしまうことになるとことになると
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思います。それに対して倫理という観点で事業所単位なり、市民のテクノロジカルアセスメントの単位か。それに対して倫理という観点で事業所単位なり、市民のテクノロジカルアセスメントの単位かの単位かか

もしれませんけれども、手前のところで議論をして、その時に他の国の法がどうなっているかとか、ある

いは標準化でいったら他の国は５カ国集めないと標準化ができないとか、そういったものと比べると法律法律

で規定するよりはるかに楽なんですね。確かにドキュメンテーションとしては結構な量になるかもしれまはるかに楽なんですね。確かにドキュメンテーションとしては結構な量になるかもしれま

せんけれども、法を作るとか規定にするとかいうのに比べるとはるかに楽だと。そういう意味では、倫理規定にするとかいうのに比べるとはるかに楽だと。そういう意味では、倫理にするとかいうのに比べるとはるかに楽だと。そういう意味では、倫理、倫理倫理

でまずはきちんと問題をとらえて、言ってみれば標準化に対して各会社が内規で規則を持つような位置づ位置づ

けにするのだと思うんですね。そういった意味ではとても楽に自分に対して免罪符が与えられるという方のだと思うんですね。そういった意味ではとても楽に自分に対して免罪符が与えられるという方

法なので、これがインセンティブになって、もうちょっと、それではまずは倫理的にちゃんと議論してみこれがインセンティブになって、もうちょっと、それではまずは倫理的にちゃんと議論してみインセンティブになって、もうちょっと、それではまずは倫理的にちゃんと議論してみ的にちゃんと議論してみにちゃんと議論してみ議論してみてみ

ようかなという気が起こるのではないかと今思いました。今思いました。思いました。

藤江：：今、山内先生のお話でちょっと思ったのは、加納先生のお話を伺ってて、そうだそうだというふう

に思ったんですけど、何を思ったかというと、前にもちょっと言ったと思うんですけど、科学技術のいろ

んな計画を練っていっているときに、ロボットの研究をやろうということに反対する人が誰もいないとい練っていっているときに、ロボットの研究をやろうということに反対する人が誰もいないといっていっているときに、ロボットの研究をやろうということに反対する人が誰もいないとい

うこと、ちょっと私としては奇異な感じがしたんですね。結構ロボットって反対が多いんじゃないかなと

思ってたのが、意外に誰も反対はしなくて、むしろ積極的にやりなさいと。そういう状況にあるからこ

そ、逆に言うと、今橋本先生がここにお書きになったようなことというのが、少し我々としてはロボット

をやっている人間としてはシビアに考えて、それをしっかりやっておかないと、ふわっとケアレスミスの

方へどんどん走ってしまう恐れがあるのではないかなと。唯一、先ほどの安心、安全の問題でちょっと気

になったのは、私も企業に30年いたもんですから、思ったのは、大学に来て、例えばつい先だって査察が

あって、あわてて我々も蛸足配線を全部やめたんですけどね。企業にいてはあり得ないことが実験室で実

際行われているんですよね。私、来たときには何だこれはと思ったんですが、最近すっかり慣れてしまっ

ているなということに気がついたんですね。それで、やっぱりこれは甘やかされていると流れてしまうと

いう恐れは絶対あると思いますし、企業でやっているところで、あれは多分全然人件費をかけずに企業は

やっていられると思うんですよ。物を納入したときに検査をしますとすごい人件費がかかると思うんです

けど、少なくとも研究室の安全とか、実験をやるときの安全、安心とか、そういうキーワードというのは

もうちょっとしっかり我々もやらないといけない。ちょうど今度いろいろ出たので、ある意味ではそうい

う犠牲の上に立って頑張ってやればいいんじゃないかなというふうにちょっと思っていました。

　ロボットをやる人間は少なくともインセンティブはありますよね、ロボットをやるということに対す

る。むしろ、こういう負の話をしっかりやるということがこれから重要なのではないかと思います。

　質 疑 応 答

＊司会：司会：：ひととおりお話が回ったので、今度は会場の皆さんからこれに関係してでも、あるいは、きょうお話が回ったので、今度は会場の皆さんからこれに関係してでも、あるいは、きょう

全般をお聴きになったことでもご質問やご意見がありましたら、お願いします。はい、どうぞ。ことでもご質問やご意見がありましたら、お願いします。はい、どうぞ。。はい、どうぞ。

岩城：：NTTの岩城と申します。非常にためになった講演会でしたので、まずはお礼を申し上げます。そでしたので、まずはお礼を申し上げます。そ、まずはお礼を申し上げます。そ

れで、ロボットの安全とか、そのための制度、ルールということに関してちょっと質問というか、コメン

トをさせていただきたいのですが、確かにロボットの安全のための制度を作るということは非常に大事だのための制度を作るということは非常に大事だ制度を作るということは非常に大事だ
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とは思うんですが、逆にちょっとネガティブなことになるかもしれませんが、あまりロボットはあぶない

ぞ、あぶないぞというふうに言い過ぎると、逆に国民に変な、ああ、あぶないものなんだというふうな印

象を与えてしまって、我々これからロボット産業を作り上げていかなきゃならない立場なのに、何か逆の

方向に働きがいってしまうのではないかということも若干心配しているんですね。というのは、例えばロ

ボット特区とか、今幾つかあると思うんですが、あれが認められるまでに非常に時間がかかって大変だっが認められるまでに非常に時間がかかって大変だっ認められるまでに非常に時間がかかって大変だっ

たよというようなことをよく聞きます。あと、産業用ロボットの世界でも、私の知る限りで言えば、事故

の例が実際にはそんなにないというか、それは私の知識が足りないかもしれませんけど、死亡者はまだ

たった１人だとかですね。要するに、車なんかに比べたら圧倒的にロボットは安全なんだと思うんですけ

ど、何か過度に言い過ぎるのも我々ロボット研究者の首を絞めてしまうんじゃないかなと。もちろん、安

全のためのルールは絶対重要だと。その辺の兼ね合いが難しいのではないかなというふうに思ったりして

います。

　このあたりは山田先生にお尋ねさせていただきたいのですが。

山田：：どうもご意見ありがとうございます。私が手掛けたロボットの中に撮影ロボットというのがありま

して、メーカーのほかに、ユーザーであり共同開発者でもあるとして放送局があると。どんなロボットかのほかに、ユーザーであり共同開発者でもあるとして放送局があると。どんなロボットかユーザーであり共同開発者でもあるとして放送局があると。どんなロボットか者でもあるとして放送局があると。どんなロボットかとして放送局があると。どんなロボットか放送局があると。どんなロボットかがあると。どんなロボットかロボットかか

というと、ちょうど陸上競技の選手がバーッと走ると、横を追っかけてバーッと動いて行く機器がありま動いて行く機器がありま行く機器がありま機器がありまがありま

すね。ああいうロボットで、しかしスタジオ内用のロボットなんですが、撮影カメラがついているロボッしかしスタジオ内用のロボットなんですが、撮影カメラがついているロボッスタジオ内用のロボットなんですが、撮影カメラがついているロボッ用のロボットなんですが、撮影カメラがついているロボッのロボットなんですが、撮影カメラがついているロボッが、撮影カメラがついているロボッ、撮影カメラがついているロボッ

トですので、当然、ちょっとでも揺れると画面が揺れちゃうわけですから、剛性を上げるためにものすごすので、当然、ちょっとでも揺れると画面が揺れちゃうわけですから、剛性を上げるためにものすご、当然、ちょっとでも揺れると画面が揺れちゃうわけですから、剛性を上げるためにものすご剛性を上げるためにものすごものすご

く大きなロボットとなっていまして、３メートルはあるようなロボットわけです。それで、メーカー側ととなっていまして、３メートルはあるようなロボットわけです。それで、メーカー側と、３メートルはあるようなロボットわけです。それで、メーカー側とわけです。それで、メーカー側とです。それで、メーカー側とす。それで、メーカー側とメーカー側とと

しては安全を考えると共存はさせない、共存しないことを前提にしましょう、ということを言っているんは安全を考えると共存はさせない、共存しないことを前提にしましょう、ということを言っているんはさせない、共存しないことを前提にしましょう、ということを言っているんない、共存しないことを前提にしましょう、ということを言っているん、共存しないことを前提にしましょう、ということを言っているん共存しないことを前提にしましょう、ということを言っているん、ということを言っているんということを言っているん

ですが、放送局側としてはそれは受け入れがたいと。人を撮影するためにも作られているのになぜ撮影ロ放送局側としてはそれは受け入れがたいと。人を撮影するためにも作られているのになぜ撮影ロ側としてはそれは受け入れがたいと。人を撮影するためにも作られているのになぜ撮影ロそれは受け入れがたいと。人を撮影するためにも作られているのになぜ撮影ロ。人を撮影するためにも作られているのになぜ撮影ロも作られているのになぜ撮影ロのになぜ撮影ロなぜ撮影ロ撮影ロ

ボットが人に近づけないのかというような話になって、リスクコミュニケーションを行うことになりま人に近づけないのかというような話になって、リスクコミュニケーションを行うことになりま近づけないのかというような話になって、リスクコミュニケーションを行うことになりまいのかというような話になって、リスクコミュニケーションを行うことになりまというような話になって、リスクコミュニケーションを行うことになりま行うことになりまりま

した。リスクコミュニケーションを行って、リスクがどういうところにあるのかということを考えると、行って、リスクがどういうところにあるのかということを考えると、、リスクがどういうところにあるのかということを考えると、

ユーザーとメーカーの間にものすごく大きなロボットに対する認識の乖離があるんですね。当初は、お互ロボットに対する認識の乖離があるんですね。当初は、お互乖離があるんですね。当初は、お互当初は、お互、お互

いに歩み寄る余地がないぐらい、安全か、安全じゃないかだけで決めている状態にありました。要は、ど状態にありました。要は、ど。要は、ど

ういう状況を考えるとどれぐらい安全じゃないのか、リスクがどれぐらいあるのかという議論に対して、状況を考えるとどれぐらい安全じゃないのか、リスクがどれぐらいあるのかという議論に対して、るとどれぐらい安全じゃないのか、リスクがどれぐらいあるのかという議論に対して、議論に対して、に対して、

当初はメーカー側が性能に関する情報を提供することがないし、片やユーザー側は、それを知る術がないメーカー側が性能に関する情報を提供することがないし、片やユーザー側は、それを知る術がないがないし、片やユーザー側は、それを知る術がないないし、片やユーザー側は、それを知る術がない片やユーザー側は、それを知る術がないユーザー側は、それを知る術がないは、それを知る術がないそれを知る術がない

から、普通に見ているとこんな（大きな）ロボットでも全然暴走するわけがないだろうというようなとらに見ているとこんな（大きな）ロボットでも全然暴走するわけがないだろうというようなとら見ているとこんな（大きな）ロボットでも全然暴走するわけがないだろうというようなとらんな（大きな）ロボットでも全然暴走するわけがないだろうというようなとらでも全然暴走するわけがないだろうというようなとらがないだろうというようなとらないだろうというようなとらだろうというようなとらというようなとら

え方だったのです。ところが、リスクコミュニケーションの結果、じゃあ、こういう技術的な情報を提供だったのです。ところが、リスクコミュニケーションの結果、じゃあ、こういう技術的な情報を提供です。ところが、リスクコミュニケーションの結果、じゃあ、こういう技術的な情報を提供技術的な情報を提供情報を提供

しましょうという話が始まる。例えば急に暴走すると、どれぐらい１秒間でロボットが動いてしまうのかという話が始まる。例えば急に暴走すると、どれぐらい１秒間でロボットが動いてしまうのか。例えば急に暴走すると、どれぐらい１秒間でロボットが動いてしまうのか、どれぐらい１秒間でロボットが動いてしまうのかどれぐらい１秒間でロボットが動いてしまうのかロボットが動いてしまうのか動いてしまうのかてしまうのかうのか

とか、それから、センサーが働いて止まるまでにどれぐらい時間がかかるのか、とか、さらにもし、そう、とか、さらにもし、そうとか、さらにもし、そうさらにもし、そうもし、そう、そうそう

いうのが起こるとしたらどれぐらいの確率で起こるのだろうかということがお互いに情報として共有されのだろうかということがお互いに情報として共有されだろうかということがお互いに情報として共有され

ると、あ、そうだったのかとお互いに歩み寄って折り合いがついて、じゃあ、こういう時にはこういう使

い方しかだめだとお互いに理解を深めるようになるんですね。理解を深めるようになるんですね。るようになるんですね。

　要は、安全を見積るためには、もちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リス見積るためには、もちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リスるためには、もちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リスためには、もちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リスには、もちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リス、もちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リスもちろん感性的な、直感的なものはすごく重要なんですけれども、リス

クをアセスメントするということが、ツールとしてかなりグローバルに頼り得る指標としてありますの

で、やっぱりそういったところをしっかりと踏まえてリスクを評価するということを踏まえて、お互いに

どれぐらいリスクがあるのかという議論をきちんとするというところまでいくことが重要だというふうに

思われます。ただし、現在の研究レベルだと、例えば安全だけではもちろん製品は売り得なくて、リスク製品は売り得なくて、リスク得なくて、リスクリスク
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アセスメントに基づいて安全技術を入れようとすると余分にコストがかかるから売れない、いやだとなっ安全技術を入れようとすると余分にコストがかかるから売れない、いやだとなっコストがかかるから売れない、いやだとなっがかかるから売れない、いやだとなっ売れない、いやだとなっいやだとなっなっ

てしまう。要するに経済性と安全性の間でどうやってバランスをとるのかといった問題。それから、リス。要するに経済性と安全性の間でどうやってバランスをとるのかといった問題。それから、リスの間でどうやってバランスをとるのかといった問題。それから、リスどうやってバランスをとるのかといった問題。それから、リス

クが出てきたときに、それを最終的に判断するわけですが、その判断を、何をもってここまではいいよとわけですが、その判断を、何をもってここまではいいよとですが、その判断を、何をもってここまではいいよとが、その判断を、何をもってここまではいいよと、その判断を、何をもってここまではいいよと

するのか。これはみんな事業所単位でやらなくちゃいけませんから、難しい問題となるのです。何をもっ難しい問題となるのです。何をもっ何をもっ

て判断するのかといったところに対しては、まずスキームがない。だから経済性と安全性とをどうやって、まずスキームがない。だから経済性と安全性とをどうやってまずスキームがない。だから経済性と安全性とをどうやって

比較しながらいいところを取っていったらいいんだという実例があまりにも少ない、あるいは提案されて

いないという状況にあり、これはまず科学技術者が頑張ってそういった道筋は作るべきだと思います。後状況にあり、これはまず科学技術者が頑張ってそういった道筋は作るべきだと思います。後、これはまず科学技術者が頑張ってそういった道筋は作るべきだと思います。後道筋は作るべきだと思います。後は作るべきだと思います。後思います。後。後

者に対しては、やっぱり社会的なデータベースがないから、そういった見極めの判断がうまくできないと見極めの判断がうまくできないと判断がうまくできないと

いう課題があります。そういった課題は、あることを認めつつ、だけど、まずは最低限、非専門家であっは、あることを認めつつ、だけど、まずは最低限、非専門家であっ認めつつ、だけど、まずは最低限、非専門家であっ

てもリスクをどうやって評価したらいいのかといったプロセスを踏むということをすると、むやみやたら

に「安全、安全といわれても困るんだよ」というディジタルな議論にはならないんじゃないかなと僕は信「安全、安全といわれても困るんだよ」というディジタルな議論にはならないんじゃないかなと僕は信安全、安全といわれても困るんだよ」というディジタルな議論にはならないんじゃないかなと僕は信」というディジタルな議論にはならないんじゃないかなと僕は信というディジタルな議論にはならないんじゃないかなと僕は信ディジタルな議論にはならないんじゃないかなと僕は信はならないんじゃないかなと僕は信

じているんですけど。

＊司会：司会：：ありがとうございました。では、もう一方。はい。

長野　立川稲門会から一人で参加させてもらいました長野と申します。50年前、理工学部の電気工学科を

卒業して今小さい会社をやっているんですが、稲門会のレベルでの質問ということで。例えば２台のロ

ボットが２～３メートル離れた場所にいて、最近は歩行ロボットがいっぱい出ているので、あれが２台歩

み寄っていって握手できるんですかね。そうすれば、さっきの危険性とか何とかいうレベルのところに達

すると思うんですけど。その辺は藤江先生にお願いしたいんですけど。

藤江：：ご質問は、技術的に２体のロボットがいて、３メートルぐらい離れていて、それが握手できるかど３メートルぐらい離れていて、それが握手できるかどメートルぐらい離れていて、それが握手できるかど

うかという話。あ、それは十分今のロボットではできます。

長野：：人間とロボットでは比較的楽だと思うんですけどね。ロボット同士でも大丈夫なわけですね。

藤江：：はい。それは技術的に全然問題ない内容になります。

長野：：ありがとうございました。

藤江：：よろしいですか、それで。

長野：：はい。

＊司会：司会：：では。はい、どうぞ。

本間：：技術士の本間と申しますが、倫理という言葉が大変広いので、いろんな意味があってちょっと議論士の本間と申しますが、倫理という言葉が大変広いので、いろんな意味があってちょっと議論の本間と申しますが、倫理という言葉が大変広いので、いろんな意味があってちょっと議論

が噛み合わないんじゃないかと思うところがあるんですが、何か不倫でなければ倫理的だというような感

じで使われたりしますと、山田先生が最初に、ご講演の最初に懺悔と悔悟の２つの事例をおっしゃって、と悔悟の２つの事例をおっしゃって、悔悟の２つの事例をおっしゃって、の２つの事例をおっしゃって、２つの事例をおっしゃって、
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第二回　総合研究機構研究成果報告会

倫理委員会にかけなかったとおっしゃったけど、私はその意味が実はよくわからなくて、あるいは反対の

意味で用いられたのかなと思ったりしました。要するに、規定を遵守していなかったことがいけなかったました。要するに、規定を遵守していなかったことがいけなかった。要するに、規定を遵守していなかったことがいけなかった

とおっしゃっているんだけど、私に言わせると、あれは全然誰にも迷惑をかけていないのでは。ですかは。ですか。ですか

ら、倫理という言葉に何か個人倫理と社会倫理みたいな２つの意味があって、人に迷惑をかけていない、

社会倫理に反しないものは何かお行儀の躾みたいなもので、左手でお箸を持っちゃいけませんみたいなこ

とを、お行儀が悪いですといって、それで研究者を縛ってしまって、そんなことばっかり一所懸命締めて

いるうちに、姉歯問題みたいなところに目が行かなかったり、大きなことを見逃してしまうことになるん

じゃないかあるいは個人倫理のことをあまり強く言い過ぎるのはかえって逆効果なんじゃないかと思いまあるいは個人倫理のことをあまり強く言い過ぎるのはかえって逆効果なんじゃないかと思いま個人倫理のことをあまり強く言い過ぎるのはかえって逆効果なんじゃないかと思いまいま

して、山田先生に最初の２つの悔悟と懺悔の事例の意味をちょっと伺いたいなと思いました。、山田先生に最初の２つの悔悟と懺悔の事例の意味をちょっと伺いたいなと思いました。と懺悔の事例の意味をちょっと伺いたいなと思いました。懺悔の事例の意味をちょっと伺いたいなと思いました。

山田：：ご意見ありがとうございます。恐らくどこまでいっても自分の判断だと思うんですけれども、倫理

感というのは。それからあと、どこまで過去に遡ろうと、どこまで未来にいってもついて回るというふうついて回るというふうというふう

に自分は思っています。自分で知ってしまったわけですね、倫理というものがあって、それで、倫理委員ます。自分で知ってしまったわけですね、倫理というものがあって、それで、倫理委員自分で知ってしまったわけですね、倫理というものがあって、それで、倫理委員倫理委員

会というものにしっかりかけていなくて、しかもそれに背くような、例えば痛みを実際に被験者に与えるいうものにしっかりかけていなくて、しかもそれに背くような、例えば痛みを実際に被験者に与える

とか、それから恐怖心を覚えさせるというようなことを実際にやってしまったわけですね。そうすると、

恐らく、うまくやれば、あるいはそういうものを認め得る学会ももちろんあるとは思うんですが、自分が

知ってしまって自分で判断する以上、やはり研究者として安心してその後もそのデータを使うとか、それ

から安心してその続きをやるとか、そういったことをするには到底自分は耐えられないという判断のもと

に、きょうも公表しましたけどデータは見せない。データを見せないのはもちろん、それが目的ではないは見せない。データを見せないのはもちろん、それが目的ではない見せない。データを見せないのはもちろん、それが目的ではない、それが目的ではないそれが目的ではない

からということで、自分ではそういう判断をしています。豊田工大ではもともと、倫理委員会といものが、倫理委員会といものが倫理委員会といものがものが

形式としてはあって、たまにポツン、ポツンと行われていた。そのような中で、工学家さんが何でやるのはあって、たまにポツン、ポツンと行われていた。そのような中で、工学家さんが何でやるのあって、たまにポツン、ポツンと行われていた。そのような中で、工学家さんが何でやるの。そのような中で、工学家さんが何でやるの工学家さんが何でやるの

というような状況の中で、98年ぐらいから倫理審査にかけることを始めたのですけれども、やっていくう状況の中で、98年ぐらいから倫理審査にかけることを始めたのですけれども、やっていくう、98年ぐらいから倫理審査にかけることを始めたのですけれども、やっていくう倫理審査にかけることを始めたのですけれども、やっていくう始めたのですけれども、やっていくうのですけれども、やっていくうですけれども、やっていくう

ちに、先ほど山内先生のご説明にもありましたように、機関の長が諮問をして、機関の長が責任を取ると

いうことで自分の責任ではなくなるかなと最初は思っていたんですけれども、何か問題が起こったら、学

長先生のところにまずそれが報告として入って、そうすると学長先生が、ああ、それは山田君がやってる

からということで自分に返ってくるわけですね。そうかと。倫理というものは結局は自分に返ってくるも

のなんだというふうに思って、学長先生との信頼関係を失おうという意味でやるのであれば別に学長先生

のせいだからといって投げ返しちゃえばいいのかもしれませんが、やっぱりそういうとこではないだろうのかもしれませんが、やっぱりそういうとこではないだろう、やっぱりそういうとこではないだろうとこではないだろうではないだろう

というふうに思って、どこまでも自分に返ってくるものであれば、やっぱり安心して、ずっと、いつになっ

ても安心して研究が続けられるようにという意味で、自分はそういう判断をしたということなんですけれ、自分はそういう判断をしたということなんですけれ自分はそういう判断をしたということなんですけれ

ども。

本間：：小さな意味での倫理というと、キュリー夫人だって、パスツールだって、ジェンナーだって、みん

な今で言ったら倫理違反の実験をして、そして人類に貢献してきたわけですけれども。ですから最近の問

題でいうと、例えば看護師さんが助産師の仕事をしてはいけないとかいうことですね。あり得ないことが

ルールになっていて、全国の７割の出産が違法なわけですね。そういうことは実は法律の方がおかしいわ

けですね。でも法を守らなきゃいけないといって、それで倫理規定に引っかかって、あそこの産院は助産

しちゃいけないという話になってくるわけですね。それはなぜそんなことになるかというと、さっきの藤

江先生の話みたいに、科学技術の素養のない法律家たちが法律を決めているからですね。極端に言えば、
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日本の政治家にエンジニアがいないからですね。中国では政治家の９割がエンジニアだと言われています

けれども、日本は本当にエンジニアが政治家にいないですよね。なぜかと思ったら、この間の総裁選でも、

みんな二世議員で、二世議員というのは10歳ぐらいで親父の後を継ごうと思いますから、文化系なんです

ね、政治家というのは。ですから10歳ぐらいからもう理科の勉強をやめてしまうわけですね。エンジニア

が政治家に出るわけがなくて、その社会的な仕組みの方がよほど不正だと思うんですね、反倫理的だと私

は思うんですけど。そういう大きな巨悪を逃しておいて小さなところで看護婦さんが助産婦の仕事をした

からいけないとかいって取り締まる方が、それが倫理規定に合ってるとかいう、そういう審査委員とか、

取り締まりとかいう方がよほどおかしいと思うんですけど、その辺はいかがなんでしょうか。

山内：：助産師さんの問題は私はよくわからないんですけど、少なくとも今のヨーロッパ、アメリカを中心

とした生命関連の研究の立場では、ジェンナーとか、ああいうのは許されないというのは常識になってい

ます。つまり、申し上げましたように、基本的にはもっと別の言い方をすると、自分の立てた仮説を自分

の体で立証したと主張しているけれども、そのことは自分が立てた仮説だから正しいとお前さんは思った

んだろうと言われたときに、その客観的な立証が非常に難しいわけです。ですから、最後にも申し上げま

したように、それ以外に立証のしようがない場合というのがあるんです。それは例えば、私が直接ぶつ

かった例では、非常に片足の上の方から切断した研究者がいまして、自分の義足はこうやればもっとうま

くなるはずだ、いい義足になるはずだと。だから、こういう義足を作る研究をしたいということで作った

わけですね。それを実験するにあたって倫理委員会に請求してきたわけです。確かに彼が自分でやらなけ

ればこの実験はできない。

　しかし、それをやったときに、これがこんなふうにいい義足であったという論文を彼が書くとすると、

自分でプランして自分で実験したんだからその結果に客観性がないじゃないかと、そういう批判が出てき

たときに、なかなか答えるのが難しい。結局、倫理委員会としてはどうすればそういう客観的にアクセプ

トできる、みんなに説得力のあるような実験にするためにはどうすればいいのかということを一緒になっ

て考える。で、そのために、例えばいろんな手続きも考えるわけですけど、そういう格好でやる以外に私

は仕方がないと思うんです。

　ですから、それは、以前は美談であったことがそのまま今の世界では美談ではないと。やはり猶予が必

要だというふうに私は考えています。そんなことでいいですか。議論をし始めると長くなるかもしれない

ので、何なら懇親会ででもいかがでしょうか。

＊司会：司会：：今のお話はもう一つ別の面があると思うんですけどね。客観性を担保するためにそういう自分自

身を使うのはまずいんだ、よくないんだと。それは１つ大切だと思います。もっと前に戻ると、そういう

ふうに成功した人だけ今見えているけれども、たくさん失敗している人がいるに違いない。要するに、外

から見ると自殺にほとんど近いことをやっている人たちが陰にたくさんいるんじゃないかという気もする

んですね。それは少なくとも奨励できることではないというのは、山内先生言われた客観性の問題とはま

た別の問題としてあるような気がするんですね。

　いかがでしょうか。他にご意見、あるいは聞きたいことがありましたらどうぞ。どうぞ。。

加納：：経済性という問題ですけど、私も30年ぐらい外で働いていましたが、それについて１つだけコメン

トしたいんですが、いろんな安全とか、そういうものを度外視した経済性で商品を作った場合に、後から
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必ずしっぺ返しを受ける。今、最近いろんなしっぺ返しの事例がたくさんありますよね。ですから、それ

は経済性をどのぐらいのレンジで考えるか。目先のコストを安くするというだけでやってはいけないので

はないかという感じがするんですね。医療にもコンピュータがなかなか実は入っていってないんですけれ

ども、最近はコンピュータを入れるようにし始めている。それは医療訴訟が非常に多くなったので、例え

ば手術の現場を写真に撮ると、最初はお医者さんの側が医療ミスが発見されるからいやだと言っていたん

ですが、医療ミスがあったに違いないという患者側の強い意見で、結局、むしろ証拠を取っておいた方が

いいと。その方がトータルでの経済性が成り立つんだというふうになりますので、私はもう一度言いたい

のは、やっぱり一般人の常識でおかしいものはおかしいと言っていくことが、目先の経済性を追求してい

る会社やそういう人たちに明らかにウォーニングを出していくことで、それなりの安全性を持ったガス湯

沸し器でないとだめなんだ。それなりの安全性をもったシュレッダーでないとだめなんだと。その、だめ

だというにはやっぱりそういうことで被害を被った人たちがやっぱり声を上げていかなきゃいけない。そ

このところ、要するに一般人の知恵ですね、それで告発する勇気、発言していく勇気というふうに書きま

したけど、その勇気でもってトータルの経済性を考えるというふうな方向にもっていくべきではないかと

思います。

＊司会：司会：：ありがとうございます。藤江先生の最初のお話と関連すると思いますが、その時に使う人がどれ

だけの知識を持っていることを想定するかということになりますね。その辺はなかなか難しい問題があっ

て、例えば我々がやっていることを何もわかっていないのに反対させると頭にきて、もう少し勉強してか

ら来いと言いたくなってしまうということと、それから、加納先生が言われた、知っても知らなくても普

通の人が持っている感覚というものを信じなくちゃいけないという事柄を、どう折り合わせるかというとわせるかというとかというと

ころが、やっぱり我々ももう少し考えなくてはいけないかもしれない。ももう少し考えなくてはいけないかもしれない。もう少し考えなくてはいけないかもしれない。てはいけないかもしれない。いけないかもしれない。

藤江：この点で、先ほど山田先生がちらっとおっしゃったと思うんですけど、例えばリスクとベネフィッ

トというのがあって、今おっしゃったのはリスク側の話ですよね。で、ベネフィット側についてもリスク

側についても、我々、今まであんまり努力していないのは、それを定量的に表現するということをやって

きていないと思うんですね、さっき山田先生もちらっとおっしゃった、それは我々がまだまだこれから頑

張らなきゃいけないんだということで。だから、その研究の内容についてもそういう視点がこれから強

調していくことが私は必要だと思うし、例えば学会レベルでもそういう論文もどんどんアクセプトしろと

か、そういう圧力を加えていくとか、そういうことも多分重要なんじゃないかなというふうに思います。

＊司会：司会：：ありがとうございました。大分時間が過ぎてしまいましたけれども、よろしいでしょうか。おい

しいものが待っているというお話ですので、そろそろここでクローズしたいと思うんですけれども、どうですので、そろそろここでクローズしたいと思うんですけれども、どうので、そろそろここでクローズしたいと思うんですけれども、どう

しても言いたいことがある方はいらっしゃいますか。はいらっしゃいますか。。

沖野：：いろいろと興味深いお話をありがとうございました。私、沖野工業の沖野と申します。前からロ

ボットで疑問に思っているというか、感じているのが、ロボットの研究の時に必ず市場規模がどれぐらい

で、ロボットは幾らぐらいで、どれぐらいの利益があがるかという話になるんですが、医療というのは

やっぱり根本は違うんじゃないかなと。やっぱり目先の費用、効果だけではなくて、苦しんでいる人、困っ

ている人を助けるという視点は必要だと思うんですが、最近は何でもお金に換算して経済効果はどうかと
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なっている。それとあと、特許についても、利益追求になりがちですけれども、医療というのはそういう

ものと相容れないものがあるのではないかと思うんですが、その辺は先生方、どのようにお考えでしょうか。

――：：おっしゃるとおりでして、例えば、根本的に規範として、リスクアセスメントをやったときにも、

ガイド51とガイド63とか、それに付随するリスクアセスメントの規格なんかでも、普通の工業製品だと許

容できないリスクが残っているものは出してはいけないとなっているのに対して、許容できないリスクが

あっても、それ以上に効用が高いものは出していいというのが医療の世界だから、やはりそれはどちらの

立場をとるのかというのはスタートポイントとして分かれるというふうにとらえていいんだと思うんです

けど。

　ついでなんですけど、おっしゃるとおり、すぐに書類に市場規模を書けとか、これからはどうのこうの

という形で、あれは研究費を出す側の立場としてそれがほしいものだというふうに私は認識しておりまし

て、私は約束を破ったと後で言われてもそんなことは知らないというのが基本的なスタンスです。いいも

のができれば、お医者さん方はやっぱり皆さん、つらい仕事で最近外科医のなり手が少ないといいますけのなり手が少ないといいますけなり手が少ないといいますけ

れども、やっぱり本当に命を救いたいということでやっているお医者さんたちですから、いい機械であれ

ばそれは使ってくれるだろうと思ってやることで、あそこの書類に書く市場規模というのは。特許もやっ

ぱりそうだと思うんですよね、国のお金を使っているわけであそこに書くのは仕方がないというのが本音

です。仕方がないから書くものだということで認識していまして、あれをまともに信じて研究されるのは

ちょっと無駄じゃないかと思います。私はあれを別に信じておりません。

＊司会：司会：：よろしいでしょうか。長い間どうもありがとうございました。これでパネルディスカッションを

閉会いたします。（拍手）
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討論の観点-講演を�ぃて-
•社会基盤としてのロボット技術、医療福祉

- 介》と自立 （寝た#リ）- 安全 •安心と貴任 •榷償 （制度股計）- 法と�理 （社会通念、人道）

早稲田大学総合研究機構

シンポジウム「ロボット •医療福祉 •倫理」
•科学技術への信頼感

- 社金と技術の折り合い （情報洪水、シビリアンコントロール）
- 信�想の醸成 （我慢できる痛み •恐怖）/《ネルディスカッション
- 地球規模での思考（人口問�とB療)

• 研究者•技術者の倫理
- 思想の整儀と教育 （不正防止と被験者保H)

- 理工系の社会的索養 （知财教育と镛理）
- 化学、物瑁学、生命科学、IRT (ネガティブプロダクト)

藤江正克、山田隈滋、町田和彦、加納貞彦、山内繁
(司会) 橋本周司 •制度と実相

- 规的整儀の意味 （受容理由）（ユダヤ人問!!）

- 規程遵守と免P (顧法と正義）（手嫌きと意味）
- E定業務の産業化 （樣準化、グローパリゼーシヨン)
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